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承認第１号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれを

報告し、承認を求める。 

 

  令和８年２月２４日提出 

 

対馬市長 比田勝 尚喜   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処分事項 

 令和７年度対馬市一般会計補正予算（第９号） 
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議案第２４号 

 

対馬市住民基本台帳カードの利用に関する条例を廃止する条例 

 

対馬市住民基本台帳カードの利用に関する条例（平成２４年対馬市条

例第４４号）は、廃止する。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

  令和８年２月２４日提出 

 

                   対馬市長 比田勝 尚喜 
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議案第２５号 

 

対馬市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 

 

 対馬市印鑑登録及び証明に関する条例（平成１６年対馬市条例第１６

号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第２項を削る。 

 第８条の２を削る。 

 第１４条の２を削る。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

  令和８年２月２４日提出 

 

                   対馬市長 比田勝 尚喜 
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議案第２６号 

 

対馬市防災会議条例の一部を改正する条例 

 

対馬市防災会議条例（平成１６年対馬市条例第２１号）の一部を次の

ように改正する。 

第３条第５項に次の２号を加える。 

(８) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市

長が任命する者 

(９) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認めて任命する者 

第３条第６項を削り、同条第７項中「第５項第７号」を「前項第７号」 

に改め、同項を同条第６項とし、同条第８項を同条第７項とする。 

   附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

  令和８年２月２４日提出 

 

                   対馬市長 比田勝 尚喜 
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議案第２７号 

 

公益的法人等への対馬市職員の派遣に関する条例の一部を改正す

る条例 

 

公益的法人等への対馬市職員の派遣に関する条例（平成１７年対馬市

条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第２条第２項第２号中「非常勤職員」の次に「（規則で定める職員を

除く。）」を加える。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

   

  令和８年２月２４日提出 

 

   対馬市長 比田勝 尚喜    
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議案第２８号 

 

対馬市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部を改正

する条例 

 

対馬市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例（平成１６年対馬

市条例第５４号）の一部を次のように改正する。 

第８条第１項第２号中「土地」の次に「及び建物」を加える。 

 別表第２中 

「 

 

  

」を 

「 

 

 

 

」に改め、 

同表備考に次の２号を加える。 

４ 自動販売機の使用許可の期間が１年未満であるときは、月割りをも

って計算し、１月未満の端数があるときは、１月として計算する。 

５ 自動販売機の使用料額に１０円未満の端数が生じたときは、これを

切り捨てるものとする。 

   附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

地下埋設物 対馬市道路占用料徴収条例（平成１６年

対馬市条例第１９３号）別表の例により

算定した額 

地下埋設物 対馬市道路占用料徴収条例（平成１６年

対馬市条例第１９３号）別表の例により

算定した額 

自動販売機 １年１台につき、３，０００円 
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  令和８年２月２４日提出 

 

                   対馬市長 比田勝 尚喜 
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議案第２９号 

 

対馬市コミュニティーセンター条例の一部を改正する条例 

 

対馬市コミュニティーセンター条例（平成１６年対馬市条例第９７号

）の一部を次のように改正する。 

第２条の表対馬市玉調コミュニティーセンターの項の次に次のように

加える。 

対馬市大山地区集会施設 対馬市美津島町大山２４８番地先埋立

地 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（対馬市生活館条例の一部改正） 

２ 対馬市生活館条例（平成１６年対馬市条例第１１４号）の一部を次

のように改正する。 

  第２条の表大山生活館の項を削る。 

 

  令和８年２月２４日提出 

 

                   対馬市長 比田勝 尚喜 
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議案第３０号 

 

対馬市自家用有償バス運行に関する条例の一部を改正する条例 

 

 対馬市自家用有償バス運行に関する条例（平成２０年対馬市条例第１ 

４号）の一部を次のように改正する。 

第４条第２項に次の１号を加える。 

(１０) 雞知・尾崎線 

別表第１中 

 「比田勝・唐舟志線普通使用料（単位：円） 

   

                           」の次に 

「雞知・尾崎線普通使用料（単位：円） 

 」を加える。 

  

   附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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  令和８年２月２４日提出 

 

                   対馬市長 比田勝 尚喜 
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議案第３１号 

 

対馬市立学校教育施設条例の一部を改正する条例 

 

対馬市立学校教育施設条例（平成１６年対馬市条例第８３号）の一部

を次のように改正する。 

別表第１の１の表対馬市立今里小学校の項及び対馬市立美津島北部小

学校の項を削る。 

附 則 

この条例は、令和９年４月１日から施行する。 

 

  令和８年２月２４日提出 

 

                   対馬市長 比田勝 尚喜 
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議案第３２号 

 

   対馬市体育施設条例の一部を改正する条例  
 
 対馬市体育施設条例（平成１６年対馬市条例第１０１号）の一部を次

のように改正する。  
 別表第１対馬市日新館武道場の項の次に次のように加える。  

対馬市豆酘体育館  対馬市厳原町豆酘６２６番地  
附 則  

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。  
   

  令和８年２月２４日提出 

 

   対馬市長 比田勝 尚喜    
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議案第３３号 

 

対馬市火入れ条例の一部を改正する条例 

 

対馬市火入れ条例（平成１６年対馬市条例第１６５号）の一部を次の

ように改正する。 

第１４条中「強風注意報」の次に「、乾燥注意報、林野火災注意報、

林野火災警報」を加える。 

様式第１号中「㊞」を削る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日前に、改正前の対馬市火入れ条例の規定により

なされた手続その他の行為は、改正後の対馬市火入れ条例の相当規定

によりなされたものとみなす。 

 

  令和８年２月２４日提出 

 

                   対馬市長 比田勝 尚喜 

 

-25-



     

-26-



議案第３４号 

 

対馬市公園等設置条例の一部を改正する条例 

 

対馬市公園等設置条例（平成１８年対馬市条例第４号）の一部を次の

ように改正する。 

別表第２鮎もどし自然公園の部を削り、同表あそうベイパークの部を

次のように改める。 

あそうベイ

パーク 

テント（６

人） 

１張 １日 ３，７７０円 

テント（６

人用・高規

格） 

１張 １日 ５，２３０円 

フリーサイ

ト 

１箇所 １日 ３，０００円シャワー、ラ

ンドリー使用

含む。 

オートサイ

ト（電源付

き） 

１箇所 １日 ４，０００円シャワー、ラ

ンドリー使用

含む。 

カヌー・ボ

ート 

１隻 １時間 ６２０円２人乗り 

デイキャン

プ 

１箇所 午前９

時から

午後４

まで 

サイト使用料

の６０％ 

シャワー、ラ

ンドリー使用

含む。 

      

シャワー １人 １回 ３００円 同伴する未就
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学児は無料 
     

ランドリー １台 １回 ２００円  

焚き火台 １台 １回 １，０００円  

タープ １張 １回 ２，０００円  

シュラフ １個 １回 ５２０円  

マット １枚 １回 ５００円  

バーベキュ

ーセット 

１式 １回 ２，０００円 バーベキュー

コンロ、網、

トング等含

む。 

ゴミステー

ション 

１袋 １回 １００円 ４５リットル

以下 

曳き馬（１

人） 

１回 ５分 ５２０円補助員が付き

乗馬 

 同表神話の里自然公園の部中「含む」を「含む。」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

  令和８年２月２４日提出 

                   対馬市長 比田勝 尚喜 
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議案第３５号 

 

対馬市火災予防条例の一部を改正する条例 

 

対馬市火災予防条例（平成１６年対馬市条例第２１２号）の一部を次

のように改正する。 

第７条の２の見出し中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改め、

同条第１項中「サウナ室に設ける放熱設備（以下「サウナ設備」という。）」

を「一般サウナ設備（簡易サウナ設備以外のサウナ設備（サウナ室に設

ける放熱設備をいう。）をいう。以下同じ。）」に改め、同項第２号中

「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改め、同条第２項中「サウナ設

備」を「一般サウナ設備」に改め、同条を第７条の３とする。 

第７条の次に次の１条を加える。 

（簡易サウナ設備） 

第７条の２ 簡易サウナ設備（屋外その他の直接外気に接する場所に設

けるテント型サウナ室（サウナ室のうちテントを活用したものをい

う。）又はバレル型サウナ室（サウナ室のうち円筒形であり、かつ、

木製のものをいう。）に設ける放熱設備であって、定格出力６キロワ

ット以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱源とするものをいう。

以下同じ。）の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければなら

ない。 

(１) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築

物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離として対象火気設

備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距

離以上の距離を保つこと。 

(２) 簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源
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を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。ただし、

薪を熱源とする簡易サウナ設備にあっては、その周囲において火災

が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置した場合は、

この限りでない。 

２ 前項に規定するもののほか、簡易サウナ設備の位置、構造及び管理

の基準については、第３条（第１項第１号、第１０号から第１４号ま

で、第１７号から第１８号の３まで、第２項第６号及び第３項並びに

第４項を除く。）及び第５条第１項の規定を準用する。 

第２９条の７第１項第１号中「住宅用防災機器」の次に「、感震ブレ

ーカー」を加える。 

第４４条第６号の次に次の１号を加える。 

(６)の２ 簡易サウナ設備（個人が設けるものを除く。） 

第４４条第７号中「サウナ設備」を「一般サウナ設備」に改める。 

附 則 

この条例は、令和８年３月３１日から施行する。 

 

  令和８年２月２４日提出 

 

                   対馬市長 比田勝 尚喜 
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議案第３６号 

 

対馬市コミュニティーセンターの指定管理者の指定について 

 

 対馬市コミュニティーセンターの指定管理者を下記のとおり指定する

ことについて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２

第６項の規定に基づき、議会の議決を求める。 

 

令和８年２月２４日提出 

 

                   対馬市長 比田勝 尚喜   

 

記 

 

施設の名称 
指定管理者となる団体 

指定の期間 
所 在 名 称 

対馬市大山地区

集会施設 

対 馬 市 美

津 島 町 大

山 ２ ４ ８

番 地 先 埋

立地 

大山区 令和８年４月１日から 

令和１３年３月３１日

まで 
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議案第３７号 

 

あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について（根緒原

陽地区） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定によ

り本市内にあらたに生じた次の土地を確認し、同法第２６０条第１項の

規定により字の区域を次のとおり変更するため、議会の議決を求める。 

 

    令和８年２月２４日提出 

                                 

対馬市長 比田勝 尚喜   

 

 

位 置 

 

面 積 

（平方メートル） 

編入する区域 

 

 

対馬市美津島町根緒字根緒原

陽７３の１２地先 

 

 

１８９．２３  

      

字根緒原陽 
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 位　置　図 

S=1:50,000

埋立区域

　　  北緯  34°14′32.20″
　　  東経 129°18′56.30″基点

図面番号

公 有 水 面 埋 立 図

工事名

施工場所

図面種類

縮　尺

根緒漁港埋立竣功認可測量

位　置　図

S=1:50,000

対 馬 市

長崎県指令3漁計許第1号

対馬市美津島町根緒地内

-
3
5
-



公有水面

公有水面

図面番号

公 有 水 面 埋 立 図

工事名

施工場所

図面種類

縮　尺

字　　図

対 馬 市 3

凡　　例

埋立区域

（有）対馬開発コンサルタント　乙成 隆樹

複 写 場 所

複写年月日

複写者氏名

長崎地方法務局　対馬支局

対馬市美津島町根緒地内

根緒漁港埋立竣功認可測量

S=1:200

令和　７年　１月　８日

長崎県指令3漁計許第1号

字 図 S=1:200

対馬市美津島町根緒字根緒原陽

北緯  ３４°１４′３２．２０″

東経１２９°１８′５６．３０″
基 点

埋立区域

埋立区域

73-1

73
-7

73-8

73-11

73-10

73-4

69

70

70-1

74

73-15

73-5

123-3

道

道

水

125-2

73-12

125-7

73-14

73-2

72

71

75-2

75-1

76-1

75-4

75-3

M094

-
3
6
-



S=1:200

対馬市美津島町根緒字根緒原陽

求 積 平 面 図

測量者氏名

測量立会者氏名

（有）対馬開発コンサルタント　乙成 隆樹

測量年月日

長崎県指令3漁計許第1号

令和　７年　１月　８日

対馬市役所建設部基盤整備課　築城 公則

公 有 水 面 埋 立 図

図面番号

工事名

施工場所

図面種類

縮　尺

対 馬 市

根緒漁港埋立竣功認可測量

対馬市美津島町根緒地内

S=1:200

求積平面図

1

公有水面

公有水面

船 揚 場 敷 ①

船 揚 場 敷 ②

6.35

182.88

189.23

用 途 ・ 凡 例 面 積

㎡

㎡

㎡埋立地の総面積

公有水面

Y
=-
1
7
00
0

Y
=
-1
7
00
0

Y
=-
1
6
95
0

Y
=
-1
6
95
0

Y
=-
1
6
90
0

Y
=
-1
6
90
0

X=137800 X=137800

X=137850 X=137850

H=7.38

H=2.02

FT-1

FT-2

北緯  ３４°１４′３２．２０″

東経１２９°１８′５６．３０″
基 点

船揚場敷①

船揚場敷②

基 準 点 座 標 一 覧 表

測　　点 X座標 Y座標

M094 137789.450 -16981.910

M09M09D19-1 137820.014 -17013.284

辺　　　長Y　座　標X　座　標測　　　点

17-703B 137815.131 -16956.421 2.514

K1 137817.576 -16957.008 2.835

K2 137818.217 -16954.246 1.932

K3 137816.338 -16953.795 0.106

17-702B 137816.265 -16953.872 2.790

.35

倍　　面　　積

面　　　　　積

地　　　　　積

.706727-12

6.3533635

6 ㎡

辺　　　長Y　座　標X　座　標測　　　点

17-701B 137807.617 -16953.321 8.161

K4 137815.761 -16953.840 17.952

K5 137820.027 -16936.402 1.938

K6 137818.142 -16935.950 10.839

K7 137807.311 -16935.544 5.623

K8 137805.908 -16940.989 2.868

17-700B 137808.770 -16941.171 12.205

倍　　面　　積

面　　　　　積

地　　　　　積

.773367-365

182.8866835

182 ㎡.88

拡大図

拡大図 S=1:50

K2

K1

17-703B

17-700B

K8

K7

K6

K5

17-701B

17-874B

17-833B

17-832B

17-873B

17-872B

17-871B

17-870B

17-869B

17-868B

17-867B

17-866B

17-865B

17-864B

17-863B

17-862B

17-712P

17-830B

17-831P

17-713P

17-826B

17-827B

17-828P

17-829B

17-711P

17-710B

17-825B

17-1072B

17-896HP

17-897P

17-898P

17-1067P

17-1068P

17-1069P

17-1070B

17-1071B

17-1485B
17-1496B

17-1262B

17-1484B

17-1263B

17-1483B

17-861B

17-1099P

17-1100P

17-1101P

17-1102P

17-1103P

17-1104P

17-1105B

17-1106B

17-1107B

17-1108B

17-1109B

17-1110B

17-1111B

17-1497P

17-1498B

17-1499B

17-1500B

17-674HB

17-856B

17-857B

17-858B

17-859B

17-860B

17-895B

17-889B
17-888B

17-894B

17-893B

17-675P

17-676P

17-600B17-601B

17-602B

17-899B

17-900B

16-5210B
16-5211B 16-5212B

16-5214B

16-5213B 16-5215B 16-5216B

16-5217B 16-972P

16-973HP

17-697P

17-696B

17-695B
17-694B

17-693B

17-824B

17-698B

17-699B

17-704B

17-705B

17-706B

17-707B

17-708B

17-709B

17-1073B

17-892B

17-891B

17-890B

M09M09D19-1

M09M09D19-2

M09M09D123-1

M09交104

M09交38

M09M09F147-7

M09M09F147-8

M09M09F148-1

M094

船揚場敷

①

船揚場敷②

73-1

73
-7

73-8

73-11

73-10

73-4

70

70-1

74

73-15

73-5

道

道

水

125-2

73-12

125-7

73-14

73-2

72

71

75-2

75-1

75-4

17-702B

K3

K4

船揚場敷
①

船揚場敷
②

73-12

-
3
7
-
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議案第３８号 

 

あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について（土寄地

区） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定によ

り本市内にあらたに生じた次の土地を確認し、同法第２６０条第１項の

規定により字の区域を次のとおり変更するため、議会の議決を求める。 

 

令和８年２月２４日提出 

                                 

対馬市長 比田勝 尚喜   

 

 

位 置 

 

面 積 

（平方メートル） 

編入する区域 

 

 

対馬市美津島町尾崎字土寄１

２４の１及び１２４の５地先 

 

 

２９３８．９３  

      

字土寄 
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 位　置　図 

S=1:50,000

埋立区域

　　  北緯  34°18′27.50″
　　  東経 129°13′27.57″基点

図面番号

公 有 水 面 埋 立 図

工事名

施工場所

図面種類

縮　尺

尾崎漁港埋立竣功認可測量

位　置　図

S=1:50,000

対 馬 市

長崎県指令31漁港許第3号

対馬市美津島町尾崎地内

-
4
1
-



公有水面

公有水面

図面番号

公 有 水 面 埋 立 図

工事名

施工場所

図面種類

縮　尺

字　　図

対 馬 市 3

凡　　例

埋立区域

（有）対馬開発コンサルタント　乙成 隆樹

複 写 場 所

複写年月日

複写者氏名

長崎地方法務局　対馬支局

対馬市美津島町尾崎地内

尾崎漁港埋立竣功認可測量

S=1:500

令和　７年　４月　２１日

長崎県指令31漁港許第3号

字 図 S=1:500

対馬市美津島町尾崎字土寄

北緯  ３４°１８′２７．５０″

東経１２９°１３′２７．５７″
基 点

122-1

122-2

122-4

123-1

123-2

123-3

124-1

124-2

124-3

124-4

124-5

124-6

124-7

124-8

125

126

127-1

127-2

127-3

127-4

127-5

127-6

131-1

131-1

133-1

135

道

筆界未定地-1283

埋立区域

133-3

131-4

123-4

U6U6128-4

-
4
2
-



TT.1

TT.2

H=2.887

KBM.7

公有水面

公有水面

図面番号

拡大図4拡大図5

護 岸 敷 ①

護 岸 敷 ②

149.56

63.05

209.36

用 途 ・ 凡 例 面 積

㎡

㎡

㎡岸 壁 敷

道 路 敷

㎡

852.19 ㎡

漁具保管修理施設用地①

漁具保管修理施設用地②

490.21 ㎡

514.43 ㎡

漁具保管修理施設用地③ 660.13 ㎡

2938.93 ㎡埋立地の総面積

北緯  ３４°１８′２７．５０″

東経１２９°１３′２７．５７″
基 点

辺　　　長Y　座　標X　座　標測　　　点
護岸敷①

K2 145154.321 -25216.821 4.740

K3 145150.510 -25219.639 0.717

K4 145150.923 -25220.225 0.178

K5 145150.786 -25220.338 4.615
K6 145153.496 -25224.074 0.176

K7 145153.645 -25223.980 0.883

K8 145154.160 -25224.697 0.711
K9 145153.586 -25225.117 9.702

K10 145159.341 -25232.928 0.468

K13 145159.732 -25232.671 10.467
K11 145165.888 -25241.136 2.799

K12 145168.155 -25239.495 3.418

K14 145170.181 -25242.248 2.592
K15 145171.720 -25244.334 2.204

K1 145173.486 -25243.016 32.457

.56

倍　　面　　積

面　　　　　積
地　　　　　積

.139190-299

149.5695950
149 ㎡

辺　　　長Y　座　標X　座　標測　　　点

護岸敷②

K36 145118.687 -25275.521 3.008
K35 145121.126 -25273.761 20.065

K34 145109.307 -25257.546 0.874

K60 145108.793 -25256.839 3.014

K59 145106.359 -25258.616 0.684
K61 145106.758 -25259.171 20.239

.05

倍　　面　　積

面　　　　　積
地　　　　　積

.107886-126

63.0539430
63 ㎡

辺　　　長Y　座　標X　座　標測　　　点

岸壁敷

K14 145170.181 -25242.248 3.418
K12 145168.155 -25239.495 2.799

K11 145165.888 -25241.136 23.529
K23 145146.884 -25255.009 9.713

K24 145139.033 -25260.728 22.148

K35 145121.126 -25273.761 3.008
K36 145118.687 -25275.521 3.445

K37 145120.702 -25278.315 61.229

.36

倍　　面　　積
面　　　　　積

地　　　　　積

.730334-418
209.3651670

209 ㎡

辺　　　長Y　座　標X　座　標測　　　点
道路敷

K16 145153.435 -25225.212 0.178

K9 145153.586 -25225.117 0.711

K8 145154.160 -25224.697 0.883
K7 145153.645 -25223.980 0.176

K6 145153.496 -25224.074 4.615

K5 145150.786 -25220.338 0.178
K4 145150.923 -25220.225 0.717

K3 145150.510 -25219.639 0.165

K38 145150.402 -25219.514 0.881

K39 145149.686 -25220.027 0.164
K40 145149.769 -25220.168 50.632

K41 145108.823 -25249.951 0.171

K42 145108.714 -25249.819 0.887
K43 145107.991 -25250.332 0.182

K65 145108.089 -25250.485 6.016

K44 145103.220 -25254.018 2.008

K45 145101.596 -25255.199 2.023
K46 145099.993 -25256.433 2.023

K47 145098.438 -25257.727 2.034

K48 145096.929 -25259.091 2.054
K49 145095.546 -25260.609 2.035

K50 145094.306 -25262.222 10.211

K51 145088.268 -25270.456 0.178
K52 145088.116 -25270.364 0.880

K53 145087.593 -25271.072 0.175

K54 145087.726 -25271.186 17.364

K55 145077.478 -25285.204 0.180
K56 145077.326 -25285.108 0.886

K57 145076.801 -25285.822 0.175

K58 145076.936 -25285.934 20.652
14-4952B 145064.724 -25302.589 3.103

14-4951B 145067.777 -25303.145 3.992

K64 145071.697 -25303.900 46.202
K63 145098.914 -25266.565 3.793

K62 145101.240 -25263.569 7.056

K61 145106.758 -25259.171 0.684
K59 145106.359 -25258.616 3.014

K60 145108.793 -25256.839 0.874
K34 145109.307 -25257.546 3.154

K33 145111.616 -25255.398 0.184

K32 145111.730 -25255.543 0.889
K31 145112.453 -25255.026 0.179

K30 145112.357 -25254.875 18.378

K29 145127.218 -25244.063 2.152
K28 145129.344 -25244.395 8.401

K27 145134.309 -25251.172 0.516

K26 145134.727 -25250.870 8.172
K25 145139.547 -25257.469 3.299

K24 145139.033 -25260.728 9.713

K23 145146.884 -25255.009 3.302

K22 145143.619 -25254.516 8.191
K21 145138.781 -25247.906 0.521

K20 145139.195 -25247.589 8.398

K19 145134.245 -25240.805 2.119
K18 145134.573 -25238.712 23.185

K17 145153.324 -25225.076 0.176

.19

倍　　面　　積
面　　　　　積

地　　　　　積

.391612-1704
852.1958060

852 ㎡

辺　　　長Y　座　標X　座　標測　　　点
漁具保管修理施設用地①

K24 145139.033 -25260.728 3.299

K25 145139.547 -25257.469 8.172

K26 145134.727 -25250.870 0.516
K27 145134.309 -25251.172 8.401

K28 145129.344 -25244.395 2.152

K29 145127.218 -25244.063 18.378
K30 145112.357 -25254.875 0.179

K31 145112.453 -25255.026 0.889

K32 145111.730 -25255.543 0.184

K33 145111.616 -25255.398 3.154
K34 145109.307 -25257.546 20.065

K35 145121.126 -25273.761 22.148

.21

倍　　面　　積
面　　　　　積

地　　　　　積

.422336-980
490.2111680

490 ㎡

辺　　　長Y　座　標X　座　標測　　　点

漁具保管修理施設用地②

K11 145165.888 -25241.136 10.467
K13 145159.732 -25232.671 0.468

K10 145159.341 -25232.928 9.702

K9 145153.586 -25225.117 0.178
K16 145153.435 -25225.212 0.176

K17 145153.324 -25225.076 23.185

K18 145134.573 -25238.712 2.119

K19 145134.245 -25240.805 8.398
K20 145139.195 -25247.589 0.521

K21 145138.781 -25247.906 8.191

K22 145143.619 -25254.516 3.302
K23 145146.884 -25255.009 23.529

.43

倍　　面　　積

面　　　　　積
地　　　　　積

.865624-1028

514.4328120
514 ㎡

辺　　　長Y　座　標X　座　標測　　　点

漁具保管修理施設用地③

K2 145154.321 -25216.821 1.077

X1 145153.687 -25215.951 6.515

14-4481B 145148.236 -25219.520 33.504
14-4480B 145120.037 -25237.612 12.794

14-4479B 145108.725 -25243.588 16.782

14-4478B 145093.536 -25250.724 6.046
14-4477B 145095.760 -25256.346 9.633

14-4476B 145087.933 -25261.961 7.714

14-4475B 145080.311 -25263.147 11.976
14-4474B 145071.128 -25270.834 16.409

14-4473B 145069.272 -25287.138 16.106

14-4952B 145064.724 -25302.589 20.652

K58 145076.936 -25285.934 0.175
K57 145076.801 -25285.822 0.886

K56 145077.326 -25285.108 0.180

K55 145077.478 -25285.204 17.364
K54 145087.726 -25271.186 0.175

K53 145087.593 -25271.072 0.880

K52 145088.116 -25270.364 0.178
K51 145088.268 -25270.456 10.211

K50 145094.306 -25262.222 2.035

K49 145095.546 -25260.609 2.054
K48 145096.929 -25259.091 2.034

K47 145098.438 -25257.727 2.023

K46 145099.993 -25256.433 2.023

K45 145101.596 -25255.199 2.008
K44 145103.220 -25254.018 6.016

K65 145108.089 -25250.485 0.182

K43 145107.991 -25250.332 0.887
K42 145108.714 -25249.819 0.171

K41 145108.823 -25249.951 50.632

K40 145149.769 -25220.168 0.164
K39 145149.686 -25220.027 0.881

K38 145150.402 -25219.514 0.165

K3 145150.510 -25219.639 4.740

.13

倍　　面　　積

面　　　　　積
地　　　　　積

.278166-1320

660.1390830
660 ㎡

基 準 点 座 標 一 覧 表

測　　点 X 座 標 Y 座 標

U6U6128-3 145060.388 -25322.961

U6U6128-4 145058.279 -25373.501
T-1 145107.592 -25257.709

X:144900

X:144900

X:144950

X:144950

X:145000

X:145000

X:145050

X:145050

X:145100

X:145100

X:145150

X:145150

X:145200

X:145200

X:145250

X:145250

X:145300

X:145300Y:
-2
55
00

Y:
-2
55
00

Y:
-2
54
50

Y:
-2
54
50

Y:
-2
54
00

Y:
-2
54
00

Y:
-2
53
50

Y:
-2
53
50

Y:
-2
53
00

Y:
-2
53
00

Y:
-2
52
50

Y:
-2
52
50

Y:
-2
52
00

Y:
-2
52
00

Y:
-2
51
50

Y:
-2
51
50

Y:
-2
51
00

Y:
-2
51
00

122-1

14-458P

14-457P

14-456P

14-4543B

14-4544B

14-4545B

14-4546B

14-4547B

14-4548B

14-4549B

14-467P

14-470P

14-469P

14-468P

14-4550B

14-4551B
14-4552B

14-4553

14-4554

14-4555

14-4556

14-4557B

14-4483B14-3364P

14-3363P
14-3362P

14-3361P

14-3360P

14-3359P

14-3358P

14-3357P

14-3356P

14-3355P

14-3354HP

14-3353P

14-432P

14-466P

14-465P

14-464P

122-2

122-4

14-431P

14-430P

14-429P

123-1

14-K57
14-3439B
14-3589P

14-3429B

14-3430P

14-3431P

14-3432P

14-3433HP

14-3440P

123-2

14-4194P
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14-K185

14-K184

14-K183

14-K182

14-K181

14-K180

14-K179

14-K17814-K17714-K176
14-K175

14-K174

123-3
14-3441P

14-3594P 14-3593P
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14-3436P

14-3437B
14-3438B

14-3596B

14-3595P

14-3763B

124-6

124-7

124-8

14-KA.19-1

14-KA.1

14-K248
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14-3400P

14-3
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7P

14-
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6P
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39
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39
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1
4
-
3
3
9
3
P 14-3392P

14-3391P

14-3390P

14-3389P

14-3388P

14-3387P

14-3386P

14-3384P

127-1

14-3383B

14-3382B

14-3381HP

14-3368P

127-2

X34

X35

14-3417B

14-3416B

14-3415B

14-3414B

14-3413B14-3412P
14-3411P

14-3410P

14-3372P

14-3371P
14-3370P

14-3369B

14-3373P

14-3374B

127-3

14-3418B
14-3419B
14-3420B

14-3421B

14-3402B

14-3403B
14-3404B

14-3405B

14-3406B

127-414-4833

14-4832B

14-3339P

14-333
7P

14-3336B

14-3335B

14-3338B14-3340B14-3341P

127-5

14-3380P

14-3379P

14-3378P

14-3377P
14-3376P

14-3375B

14-3366P

127-6

14
-K
16

6

131-1

14-4785
14-4784B 14-4783

14-4782

14-4781
14-4780

14-3322B 14-3321B

14-3320P

14-3319P

14-3318P

133-1

14-479
8B

14-4829B

14-4830B

14-4831B

14-3343P
14-3342P

135

14-3334B

14-3332B

14-3333B

14-3323

道

14-3331B

筆界未定地-1283

岸壁敷

K35

K24
K23

K11 K12

漁具保管修理施設用地①

K34
K29

K28

K25

漁具保管修理施設用地②

K22

K19

K18

漁具保管修理施設用地③ K44K45K46K47K48K49K50

護
岸
敷
①

護
岸
敷
②

K59 K60 道路敷

U6U6128-4

14-4951B

K64

K63
K62 K61

K36

K37

K14

K15 K1

K2

X1

S=1:500

対馬市美津島町尾崎字土寄

求 積 平 面 図

測量者氏名

測量立会者氏名

（有）対馬開発コンサルタント　乙成 隆樹

測量年月日

長崎県指令31漁港許第3号

令和　７年　４月　２１日

対馬市役所農林水産部基盤整備課　赤塚 大二朗

公 有 水 面 埋 立 図

工事名

施工場所

図面種類

縮　尺

対 馬 市

尾崎漁港埋立竣功認可測量

対馬市美津島町尾崎地内

S=1:500

求積平面図

1

拡大図3

拡大図2

拡大図1

拡大図6

拡大図7

拡大図8

拡大図9

拡大図 3
S=1:50

漁具保管修理
施設用地②

護岸敷①

S=1:50

漁具保管修理
施設用地②

護岸敷①

道路敷

拡大図 2

S=1:50

漁具保管修理
施設用地③

護
岸
敷
①

道路敷

拡大図 1

拡大図 4
S=1:50

漁具保管修理
施設用地②

道路敷

拡大図 5
S=1:50

漁具保管修理
施設用地②

道路敷

S=1:50

漁具保管修理
施設用地①

道路敷

拡大図 6

S=1:50

漁具保管修理
施設用地③

拡大図 7

道路敷

S=1:50

漁具保管修理
施設用地③

道路敷

拡大図 8

S=1:50
拡大図 9

漁具保管修理
施設用地③

道路敷

K10
K13

K17

K16 K9 K8

K7K6

K3

K38
K39

K40

K5 K4

K21

K20
K27

K26

K33

K32
K31

K30
K41

K42
K43

K65

K51

K52

K53

K54

K55

K56

K57

K58

U6U6128-5

U6U6128-3

U6H717-5

U6H717-4

U6H717-3

U6H717-2

U6H717-6 U6H717-7

U6H717-8

U6H717-9

U6H716-5

U6H716-6

U6交22

T-1

U6H716-4

-
4
3
-
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議案第３９号 

 

あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について（水崎地

区） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規定によ

り本市内にあらたに生じた次の土地を確認し、同法第２６０条第１項の

規定により字の区域を次のとおり変更するため、議会の議決を求める。 

 

    令和８年２月２４日提出 

                                 

対馬市長 比田勝 尚喜   

 

 

位 置 

 

面 積 

（平方メートル） 

編入する区域 

 

 

対馬市美津島町尾崎字水崎５

１７の７地先 

 

 

６５７．８６  

      

字水崎 
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 位　置　図 

S=1:50,000

埋立区域

　　  北緯  34°18′35″
　　  東経 129°13′42″
基点

図面番号

公 有 水 面 埋 立 図

工事名

施工場所

図面種類

縮　尺

唐崎漁港埋立竣功認可測量

位　置　図

S=1:50,000

対 馬 市

長崎県指令3漁計許第36号

対馬市美津島町尾崎地内

尾崎漁港埋立竣功認可測量

-
4
7
-



字
 
上
田
 

字
 
水
 
崎

字 脇  田字 上田 

図面番号

字 　 図
対馬市美津島町尾崎　字水崎

S=1:500

基点 北緯 34° 18′ 35″
東経129° 13′ 42″

公有水面

公有水面

517-6

517-8

516-3

517-3

517-4

道

517-7

517-1

514

517-2

道

518
534-1

519-7

519-6

519-2

518-1

519-1

51
9-
3

519-5

519-4

522-1 521-1

524-1
523-1

520-1

埋立区域

439-11

439-8

439
-14

439-13

439-12

468-3

468-10

468-5

468-8

468-7
468-9

468-6

凡　　例

埋立区域

測量年月日

測量者氏名

複 写 場 所

令和５年　３月１６日

（有）対馬開発コンサルタント　乙成 隆樹

長崎地方法務局　対馬支局

公 有 水 面 埋 立 図

工事名

施工場所

図面種類

縮　尺

尾崎漁港埋立竣功認可測量

対馬市美津島町尾崎地内

字　　図

S=1:500

対 馬 市 3

長崎県指令3漁計許第36号

-
4
8
-



字
 
上
田
 

字
 
水
 
崎

字 脇  田字 上田 

図面番号

埋立地の総面積

㎡

㎡

657.86

657.86

船揚場敷

求 積 平 面 図
対馬市美津島町尾崎　字水崎

S=1:500

船揚場敷

15-3
415P

辺　　　長Y　座　標X　座　標測　　　点

15-3449B 145877.607 -25150.108 25.377
15-3454B 145899.850 -25137.892 24.980

15-3453B 145885.245 -25117.627 2.670

15-3452B 145883.704 -25115.446 25.195
15-3451B 145863.229 -25130.128 2.662

15-3450B 145864.795 -25132.281 21.953

.86

倍　　面　　積
面　　　　　積
地　　　　　積

.736224-1315
657.8681120
657 ㎡

基 準 点 座 標 一 覧 表

測　　点 X座標 Y座標
U06U06136-13 145895.486 -25140.222

U06U06138-7 145880.123 -25157.599

U06U06138-8 145870.411 -25128.345

Y:
-2
49
50

Y:
-2
49
50

Y:
-2
50
00

Y:
-2
50
00

Y:
-2
50
50

Y:
-2
50
50

Y:
-2
51
00

Y:
-2
51
00

Y:
-2
51
50

Y:
-2
51
50

Y:
-2
52
00

Y:
-2
52
00

Y:
-2
52
50

Y:
-2
52
50

Y:
-2
53
00

Y:
-2
53
00

Y:
-2
53
50

Y:
-2
53
50

X:146000

X:146000

X:145950

X:145950

X:145900

X:145900

X:145850

X:145850

X:145800

X:145800

X:145750

X:145750

X:145700

X:145700

X:145650

X:145650

X:145600

X:145600

X:145550

X:145550

基点 北緯 34° 18′ 35″
東経129° 13′ 42″

公有水面

公有水面

517-6

517-8

516-3

517-3

517-4

道

517-7

517-1

514

517-2

道

518
534-1

519-7

519-6

519-2

518-1

519-1

51
9-
3

519-5

519-4

522-1 521-1

524-1
523-1

520-1

船揚場敷

U06U06136-13 U06U06138-7

G06U0614-3

G06U0614-2

U06U06138-8

U06U06138-6

G06U0614-1

U061

U06U06138-9

U06U06136-14

U06U06136-13A

U06U06447-1

U06U06447-2

15-3449B

15-3454B

15-3453B

15-3452B

15-3451B

15-3450B

15-3332B

15-3333B

15-3334B

15-3455B

15-3456B

15-2968B

15-3426P

15-3425P

15-3424B

15-3423P

15-3422P

15-3421P

15-3420P

15-3419P
15-3418P

15-3417P

15-3416P

15-3414B

15-2966B

15-2965B

15-2964B

15-3339B

15-3323B

15-3324B

15-3325B

15-3326B

15-3327B

15-3328B

15-3329B

15-3330B

15-3331B

15-3335B

15-3336B

15-3337B

15-3338B

15-2738B

15-2753B

15-2754B

15-2755B

15-1371P

15-1372P

15-1373P15-1375B

15-1374P

15-2737B

15-2736L

15-2756B

15-1370P

15-2013HK

15-1379P

15-1376B

15-2735B

15-2734B

15-2733B

15-2732B

15-2731B

15-2730B

15-2729B

15-2728B

15-2727B

15-2967B

15-3433P

15-3434P
15-3435P

15-3436P

15-3437B

15-3340B

15
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2
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1
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2
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15-1171B
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15-1169L

15-1168L

15-1167B

15-1173L
15-1377P

15-1378P

15-2969B

15-2970B

15-2971B

15-1176B

15-1175B

15-1174B

15-0996P

15-0995B

15-0994P

15-0993P

15-3457B

15-3458B

15-3459B

15-3460B

15-3461B

15-3497B

15-3498B

15-3499B

15-1028P

15-1029P
15-2982P

15-2981P15-2980P

15-2979B
15-2978B

15-0981P

15-0982P

15-0983P

15-0984P

15-0985P
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15-0988P
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15-3258B

15-3352B

15-3351B

15-3245B
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15-
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4B

15-3353B

439-13

15-3187B

15-3359P

15-3358P

15-3357P

15-3356P15-3355P

15-3354P

15-3177B

439-12

15-3176B

468-3

15-3261B

15-3262B

15-3263B

15-3264B

15-3265B

15-3266B

15-3267B

15-3268B

15-3269B

15-3270B

15-3271B

15-3272Ｐ

15-3273Ｐ

15-3274Ｐ

15-3275Ｐ

15-3276Ｐ

15-3277P

15-3278P

15-3279P

15-3280P

15-3281Ｐ
15-3282Ｐ

15-3283Ｐ

15-3284Ｐ

468-10

15-3322B 15-3321B

15-3320B15-3319B

15-3317B

15-3316B

15-3315B15-3314B

15-3318B

15-3313B

15-3312B

15-3311B

15-3310B

15-3309B

15-3308B

15-3307B

15-3306B
15-3304B

15-3303B

15-3305B
15-3189P

15-3188B

15-3180B
15-3179B

15-3178B

15-
317

5B

468-5

15
-3
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1P

15
-3
30
0P

15
-3
29
9Ｐ

15-3298Ｐ

15-3257B

15-3256B

1
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325

5B

15
-3
25
4
B

15
-3
25
3B

15
-3
25
2B

15
-3
25
1B

15
-3
25
0B

15-3249B

15-3248B

15-3247B

15-3246B

15-3186P

15-3185P

15-3184P

15-3183P

15-3182P

15-3181P

15-3244P

15-3243P 15-3242P

15-3200P

15-3199P

15-3198P

15-3197P

15-3196P

15-3195P

15-3194P

15-3193P

15-3192P

15-3191P
15-3190P

15-3302B

468-8

468-7
468-9

468-6

凡　　例

船揚場敷

測量年月日

測量者氏名

測量立会者氏名

令和５年　３月１６日

（有）対馬開発コンサルタント　乙成 隆樹

対馬市役所基盤整備課　築城　公則

公 有 水 面 埋 立 図

工事名

施工場所

図面種類

縮　尺

尾崎漁港埋立竣功認可測量

対馬市美津島町尾崎地内

求積平面図

S=1:500

対 馬 市 1

長崎県指令3漁計許第36号

-
4
9
-
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議案第４０号  
 

第３次対馬市総合計画について  
 
 第３次対馬市総合計画を別冊のとおり策定することについて、対馬市

市民基本条例（平成２３年対馬市条例第３８号）第１５条の規定により、

議会の議決を求める。  
 
 
  令和８年２月２４日提出  
 

対馬市長 比田勝 尚喜   
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議案第４１号 

 

   対馬市過疎地域持続的発展計画について 

 

 対馬市過疎地域持続的発展計画を別冊のとおり策定することについて、

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９

号）第８条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和８年２月２４日提出 

 

対馬市長 比田勝 尚喜   
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議案第４２号  
 
   辺地に係る公共的施設の総合的な整備計画について  
 
 辺地に係る公共的施設の総合的な整備計画を別紙のとおり策定するこ

とにつき、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置

等に関する法律（昭和３７年法律第８８号）第３条第１項の規定により、

議会の議決を求める。  
 
 
  令和８年２月２４日提出  
 

対馬市長 比田勝 尚喜   
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( 人 K㎡）

１．辺地の概況

①辺地を構成する町又は字の名称

②地 域 の 中 心 の位 置

③辺 地 度 点 数 点

２．公共施設の整備を必要とする事情

３．公共施設の整備計画

令和5年度から令和9年度まで5年間

( ) ( ) ( ）( )

※（　）書きは変更前の金額
合計

28,367 1,383 26,984 26,900

24,077 0 24,077 24,000

4,290 1,383 2,907

 施設名

区分

消防施設 市

診療施設 市

24,07724,077 24,000

2,900

一般財源のうち
辺地対策事業債
の予定額

財　源　内　訳

特 定 財 源 一 般 財 源

0

事　業　費

上県町佐須奈、佐護東里、西津屋

対馬市上県町佐須奈乙948番地

272

817

(単位：千円)

〇消防施設
　地区に配備の消防団積載自動車において老朽化による小型動力ポンプ及び車両の機動性低下がみ
られ、有事に地域住民の生命及び財産を守る信頼性の低下が懸念されることから、順次更新し地域
の消防機動力を向上させるもの。

〇診療施設
　佐須奈診療所において、レントゲン撮影と一体化して運用されているデジタル画像診断システ
ムは、導入から20年以上が経過し、画像の生成に時間を要し、診療に支障をきたしている。故障
時には修理対応が困難である可能性もあることから、安定的な医療提供と診断の効率化を図るた
め、新たなシステムへの更新をするもの。

（案）

辺地の人口 面積 15.9

総　合　整　備　計　画　書

長崎県対馬市上県町佐須奈辺地

事業

主体名
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( 人 K㎡）

１．辺地の概況

①辺地を構成する町又は字の名称

②地 域 の 中 心 の位 置

③辺 地 度 点 数 点

２．公共施設の整備を必要とする事情

○消防施設

３．公共施設の整備計画

令和6年度から令和10年度まで5年間

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

（案）

辺地の人口 面積 7.9

総　合　整　備　計　画　書

長崎県対馬市上対馬町泉辺地

対馬市上対馬町古里505番地

248

767

(単位：千円)

上対馬町泉、西泊、古里

　常備消防に配備の消防ポンプ自動車は、購入から20年を経過し、老朽化により機械故障が懸念さ
れ、エンジン及び駆動系の修理で高額となっており、主ポンプ及び真空ポンプの故障では、部品が
製造中止のため修理不能であることから、車両を更新するものである。

○簡易水道施設

　中央地区簡易水道は昭和36年7月10日長崎県指令第459号で認可を受け給水を開始したが、施設の
老朽化により漏水や機械の故障が多く、施設管理に苦慮している状況にあり、本事業を実施し有収
率の向上と更なる安定供給を行うものである。

218,000

一般財源のうち
辺地対策事業債
の予定額

財　源　内　訳

特 定 財 源 一 般 財 源

446,393

0

446,393

61,656 61,600

 施設名

区分

消防施設 市

簡易水道施設 市

892,786

事　業　費

223,000

872,786 436,393 436,393

61,656

284,600

934,442 436,393 498,049 279,600

※（　）書きは変更前の金額
合計

954,442 446,393 508,049

事業

主体名
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( 人 K㎡）

１．辺地の概況

①辺地を構成する町又は字の名称

②地 域 の 中 心 の位 置

③辺 地 度 点 数 点

２．公共施設の整備を必要とする事情

○消防施設

３．公共施設の整備計画

令和4年度から令和8年度まで5年間

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

304,348

954,163 436,393 517,770

8,129

※（　）書きは変更前の金額
合計

974,163 446,393 527,770

消防施設 市

簡易水道施設 市

892,786

299,348

872,786 436,393

8,1290 8,100

223,000446,393

436,393

73,24873,248 73,248

446,393

218,000

（案）

辺地の人口 面積 5.4

総　合　整　備　計　画　書

一般財源のうち
辺地対策事業債
の予定額

財　源　内　訳

特 定 財 源 一 般 財 源

事　業　費

　現在配備の消防ポンプ自動車は、購入から20年を経過し、老朽による機械故障が懸念され、主ポ
ンプ及び真空ポンプの故障が発生した場合、部品が製造中止のため修理不能となることから車両を
更新するもの。
　また、消防団車両は、車両適正化計画により、消防ポンプ自動車未配備の地区に購入配備し、地
域の消防機動力及び消防力の強化を図る。

 施設名

区分

消防施設 市

　中央地区簡易水道は、昭和36年7月10日長崎県指令第459号で認可を受け給水を開始したが、施設
の老朽化により漏水や機械の故障が多く、施設管理に苦慮している状況であり、本事業を実施し有
収率の向上と更なる安定供給を行うものである。

〇消防施設

　本事業は対馬市水道局が行う水道改良事業に関連する消火栓設置工事に負担金を支出するもので
ある。
　水道事業により配水管等の布設替えを実施するため、これと併せて消火栓の布設替えを行い、消
防設備の充実を図り地域住民の安全性を確保する。

〇簡易水道施設

長崎県対馬市上対馬町比田勝辺地

0

887

239

対馬市上対馬町比田勝832番地3

(単位：千円)

上対馬町比田勝、網代

事業

主体名
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( 人 K㎡）

１．辺地の概況

①辺地を構成する町又は字の名称

②地 域 の 中 心 の位 置

③辺 地 度 点 数 点

２．公共施設の整備を必要とする事情

○通学施設

３．公共施設の整備計画

令和5年度から令和9年度まで5年間

( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

（案）

辺地の人口 面積 19.7

総　合　整　備　計　画　書

長崎県対馬市上対馬町浜久須辺地

事　業　費

対馬市上対馬町浜久須254番地

283

274

(単位：千円)

〇簡易水道施設
　中央地区簡易水道は、昭和36年7月10日長崎県指令第459号で認可を受け給水を開始したが、施設
の老朽化により漏水や機械の故障が多く、施設管理に苦慮している状況であり、本事業を実施し有
収率の向上と更なる安定供給を行うものである。

上対馬町浜久須、冨浦、唐舟志、大増、玖須

　スクールバスを利用する児童生徒が天候に左右されることなく、安心安全に通学できるための待
合所を新築し、通学環境の整備を図る。

〇集会施設

　本施設は昭和56年の建築から40年以上が経過し、施設の老朽化が著しく建物外壁の劣化などが散
見され、一部では雨漏りが生じている状況である。本施設はこれまで地区の集会や行事、高齢者の
健康体操などで利用されており、地区住民にとって重要な拠点施設となっているため、コミュニ
ティの醸成及び高齢者福祉の向上などに資する施設として、地域住民が安心して利用できる施設環
境を整えるもの。

223,000

218,000

13,600

一般財源のうち
辺地対策事業債
の予定額

財　源　内　訳

特 定 財 源 一 般 財 源

446,393

436,393

通学施設 市

446,393

436,393872,786

集会施設 市

 施設名

区分

簡易水道施設 市

892,786

13,600 0 13,600

249,200

899,009 436,393 462,616

12,623 0 12,623

244,200

12,600

※（　）書きは変更前の金額
合計

919,009 446,393 472,616

事業

主体名

事業

主体名
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議案第４３号 

 

友好都市の提携について 

 

対馬市議会基本条例（平成２９年対馬市条例第１５号）第１０条第２

号の規定に基づき、熊本県球磨郡山江村と友好都市の提携をすることに

ついて、議会の議決を求める。 

 

令和８年２月２４日提出 

 

対馬市長 比田勝 尚喜 

 

記 

 
 相手都市  

都市名：熊本県球磨郡山江村   

   所在地：熊本県球磨郡山江村大字山田甲１３５６番地の１   
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諮問第１号  

 

       人権擁護委員候補者の推薦について  

 

 次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法

（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を

求める。  

 

  令和８年２月２４日提出  

 

                                    対馬市長 比田勝 尚喜   

 

記  

 

１ 住  所   対馬市上対馬町  

２ 氏  名   須川
す が わ

 正治
まさはる

 

３ 生年月日   昭和３４年５月５日  
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諮問第２号  

 

       人権擁護委員候補者の推薦について  

 

 次の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法

（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を

求める。  

 

  令和８年２月２４日提出  

 

                                    対馬市長 比田勝 尚喜   

 

記  

 

１ 住  所   対馬市峰町  

２ 氏  名   永留
ながどめ

 和博
かずひろ

 

３ 生年月日   昭和３０年２月３日  
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